
はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。
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　　「ラベンダー　富良野」

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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一時所得として得た債務免除益から控除できる
「その収入を得るために支出した金額」
：東京地判令和5年3月14日の検討

神奈川大学法学部准教授　
 

はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

藤間　大順

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

1   本件に関する報道として，田中恭太「家族が残した借金 16 億円，銀行との約束守ったら申告漏れ？　訴訟に」
（2023年 4月3日付朝日新聞デジタル，https://www.asahi.com/articles/ASR3Z5JTPR3QUTIL01V.html ），
「被相続人の免除予定の債務，相続後に実現し所得税課税」T&Amaster972 号（2023 年）40 頁参照。
2 なお，本件の所得税の更正処分がされた後，X らは相続税の債務控除について債務があったものとして更正の
請求をしたものの更正すべき理由がない旨の通知処分がされ，不服申立ても認められなかったようである。山田庸
一「相続債務について相続税法 14 条 1 項の『確実と認められるもの』に当たらないと判断した事例」週刊税務
通信 3753 号（2023 年）13 頁参照。
3 国税不服審判所裁決令和元年 6月3日（未公表）。こちらの裁決文については，
  @taklawya（https://twitter.com/taklawya ）から提供していただいた。提供に感謝申し上げる。

はじめに　
　私は、弁護士・税理士として税務調査立会・
審査請求・税務訴訟・査察事件等の闘いの現場
に４０年近く従事してきた実務家で、ＴＡＩＮＳ
編集長に就任された三木義一先生とは、①税務訴
訟等の闘いの現場の戦友として学者意見書の作
成をしていただき数々の勝訴判決を得てきた仲
であり、②また、国税通則法平成２３年改正では
三木先生が政府税制調査会専門委員として、私
が原案作成に関与した日本弁護士連合会税制委
員会の委員長として、改正の実現にタッグマッ
チを組んだ仲であり、③このたび、三木先生が青
山学院大学学長を定年退職されたのを機に、私
が代表者の弁護士法人山本法律会計事務所（東
京事務所）に籍を置くことになられた仲であり
ます。その三木先生からこのたび執筆依頼を受
けたので、喜んで引き受けた次第です。
　ただ、私はあくまで現場の実務家にすぎないの
で、これまで私が闘ってきた勝訴判決の評釈を再
現するしか能がなく、以下、私が最近（平成２８
年以降）扱った事件に限って記述します（注１）。
　その中で、税法解釈（文理解釈優先の原則、
借用概念の解釈等）及び事実認定（要件事実及
び間接事実の主張、立証責任の分配、事実上の
推定等）のポイントを解説します。文体は肩苦
しい学術書とならないよう、学者Ｍさん（架空
の人物）と私Ｙとのかけ合い風にします。

１　実例１０－源泉徴収義務者と受給者との求
償関係（東京地裁平成２６年（ワ）第３３
０７４号損害賠償請求　平成２８年３月２
５日判決。ＴＡＩＮＳ未登載）

Ⓜ　これから山本先生に闘いの着眼点、作戦、
立証等のポイントを語っていただきます。ま
ず、実例１０についてお願いします。

Ⓨ　事案自体は税理士ならどこでも見かけるシ

ンプルなものです（注 2）。

 実例１０の「事案の概要」
（１）原告医療法人が運営する医院に常勤医師

として勤務していた被告に対する給与に
ついて、税務署から調査を受けた結果、①
原告が訴外Ｙ社（被告の妻が代表取締役
で薬品管理業務を月額６３万円で請負っ
た会社）に支払った請負代金月額６３万
円と、②原告が第三者から月額９万２００
０円で賃借した住宅を社宅として被告に
無償 で使用させていたその賃料相当の月
額９万２０００円と、がいずれも原告の
被告に対する給与であると認定し、これ
らをＹの本来の給与に加算したうえで給
与源泉徴収すべきであったのに、その上
乗せ分の徴収を怠っていたとして、過去
５年分の①源泉徴収本税の合計１３３５
万９４６８円及び②重加算税及び不納付
加算税の合計４１７万７０００円、それ
らの総合計１７５３万６４６８円の納税
告知処分を受けて（以下「本件追徴課税
処分」という。）、これを原告が給付した。

（２）その後、原告は被告に対し、追徴納付した
総合計１７５３万６４６８円を請求する
訴訟を提起した。

Ⓨ　被告（税務調査の直前に原告医療法人を退
職して個人で開業したそ）の関与税理士さん
からの依頼でした。飛び込み依頼のときの着
眼点は、次の [ 図１] を見て下さい。

 [ 図１] 着眼点の三つのポイント
(１) 課税に至る事情を詳しく聞く
(２) 課税庁に勇み足はないかを探す
(３) 何かおかしな課税じゃないかと動物的な
嗅覚をきかす

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

4 （1）について主に検討する本判決の評釈として，品川芳宣「判批」T&Amaster982 号（2023 年）23 頁参照。
5なお，弁護士費用等のうち一部の負担者も問題となっているが，事実に関する問題のため，本稿では省略する。
6別の論点についての判示のなかで，Aの死亡時の純資産額は17億6,642万円余であったという認定がされている。

Ⓜ　[ 図１ ] の（１）のどんな事情が聞き出せ
ましたか？

Ⓨ①　平成２１年５月、原告の院長に被告が
「税金が高くて手取りが少い、何とかなり
ませんかね～」ともらしたのに対し、院
長が「従前の君の給料（月額１６０万円）
を（６０万円）削って、その分を、奥さ
んを代表者とする会社を設立して、同社
が薬品の管理業務を請負ったことにしそ
の請負代金として支払うスキームを作れ
ば、削った源泉所得税見合い分が節税で
きるよ」と助言し、それが実行され設立
されたのがＹ会社で、その社長となった
奥さんは被告とは別居中で当該請負義務
を全くしておらず、出勤すらしていなかっ
たこと

　②　月額６０万円分の源泉所得税見合い分
をどうするかについては、そのスキーム
が開始された平成２１年５月の時点でも、
被告が退職して独立開業した平成２５年
１０月の時点でも、その後の時点でも、
その源泉所得税見合い分を被告が負担す
る旨の合意はなく、原告の税務調査が始
まって原告が平成２６年５月に本件追徴
課税を受けその納付を済ませてた後に
なって、初めて、納付額総合計分を原告
が被告に対して請求したこと

　③　そして、原告の関与税理士から強く言
われて、被告が１００万円を２回（２か月）
払ったところで、被告の開業後の税理士
さんから私に依頼があってその支払いを
しなくなったこと

Ⓜ　エッ！何か危険だらけの臭いがしますね
～。課税庁による本件追徴課税処分自体
には全く問題はなさそうですね？

Ⓨ　正に「官と民との関係」では、そのとお
りです。その「官と民との関係」が、当然に、
「民と民との関係」すなわち「源泉徴収義
務者と受領者との関係」にも当てはまる
のかという点が気になりました。

　　というのは、この「官と民との関係」と「民
と民との関係」は、直接の関係は切断され、
それぞれの関係が別箇に存在するという
見解で最高裁判例・通説が統一されてい
ることがヒラメイたからです。

Ⓜ　[ 図１] の「(２ ) 課税庁に勇み足があった」
事案ではないが、「原告及びその税理士に
（当然当てはまると誤解した）勇み足が

あった」事案ではないか、という着眼で
すね。

　そこで、山本先生は、どんな作戦を立てま
したか？

Ⓨ　私は、作戦の立て方には三つのポイント
があると思っています。[ 図２ ] を見て下
さい。

 [ 図２] 作戦の立て方の三つのポイント
(１ ) 基本原理編（「法律上の主張」の三つのポ
イント、「事実上の主張と立証」の四つの
ポイント、を各参照）のどこに主戦場を
置く事案かを選択する

(２)その主戦場に関する学説・判例を読み返す
(３) 本件へのあてはめ、を考える
　本件で［図２］の（１）の主戦場を、上記
の最高裁判例・通説の法解釈に置くこと
を選択しました。

Ⓜ　最高裁判例というのは、最判昭和４５年
１２月２４日民集２４巻１３号２２４３
頁のことですね？

Ⓨ　はい。
Ⓜ　[ 図２] の「（２）その主戦場に関する学説・
判例を読み返し」た結果何か分りました
か？

Ⓨ　まず第一に、上記ヒラメキの最高裁判例。
通説の統一見解があることです。

　　第二に、給与等受給者は、（直接、国に対
しては、源泉徴収義務の存否及び範囲に
ついて争うことができず）給与等支払者
から納付した源泉所得税等について求償
権の行使を受けたときに、源泉徴収義務
の存否及び範囲について（民々同士で）
争うことができると解釈されていること
（通説でもあります。）

Ⓜ　この第一及び第二の法解釈から、具体的
にどのように「（３）本件へのあてはめ」
へと展開して行ったのですか？

Ⓨ　先ず、第一に、いきなり、学術論文のよ
本「、とものし出見のと」点争の件本「にう

件の争点は、源泉所得税の求償関係にお
いて、給与支払義務者が国に源泉所得税
分を追加納付したときに、当然に（自動
的に）給与受給者に対する求償権が発生
することとなるかどうかにある」と述べ、
次に、第二に「判例学説」を長々と説明し、
さらに第三「本件への当てはめ」として、
「原告には、追徴納税をしたことから直ち

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

にその分を給与受給者に請求できる権利
が発生するわけではないこと、すなわち
その分を給与受給者が負担する旨の民民
同士の合意が成立していなければ請求す
る権利は発生しないこと」を展開しまし
た。

Ⓜ　学者の論文ばりの論旨展開ですねー
Ⓨ　はい、「こちらの訴訟代理人は、ただ者じゃ
ないようだなー、学者みたいに判例学説
に詳しいんだなぁー」と相手訴訟代理人
にしょっぱなでかましてビビらせ、ひい
ては担当裁判官にもかませるんです。出
会い頭（がしら）の犬のケンカのように！

Ⓜ　戦いの現場は「出会い頭の犬のケンカの
ようにあれ！」というのが山本流なんで
すね～

　　他に、事実認定の点ではどんな作戦を立
てましたか？

Ⓨ　給与支払者と給与受給者との間にどちら
か負担する旨の合意があったかの事実認
定について、「間接事実の主張及び立証、
立証責任の分配等」の展開をしました。

Ⓜ　ここで、「間接事実の主張及びその立証、
立証責任の分配等」とは何かの一般論を
読者に紹介して下さい。

Ⓨ　事実認定については、民事訴訟法との関
係で、次の [ 図３ ] のとおり四つのポイン
トがあります。

　[ 図３] 事実上の主張と立証の四つのポイン
ト

（１）主要事実と間接事実
　（直接証拠）と（間接証拠）
（２）人証と書証
（３）立証責任の分配
（４）本証と反証
　　　この四つのうちの（１）がとくに大事
なところです。

Ⓜ　まず「主要事実」とは、課税要件・非課
税要件に直接該当する事実ですね、これ
に対し「間接事実」とは、複数の間接事
実を積み重ねると主要事実を推認できる
事実ですね。

Ⓨ　はい。次にその主要事実にズバリ該当す
る証拠を「直接証拠」と呼びますね（例
えば、贈与税課税に関して「贈与契約書
の存在」などです。）。

　　　これに対し、その間接事実に該当する

証拠を「間接証拠」と呼びますね（例えば、
贈与課税の主要事実のうちの金銭交付に
ついて、ある日に父の口座から５００万
円出金され同日に長男の口座へ同額入金
されているとか、主要事実のうちの返済
約定の有無について、毎月１０万円ずつ
返済する旨の借用書があるが毎月１０万
円の移動が口座にないとか。なお、これ
らの間接証拠を、刑事訴訟では「情況証拠」
と呼んでいます。）。直接証拠がない場合
のポイントは、次のとおりです。

　

Ⓜ　この「間接証拠により複数の間接事実を認
定し、そこから主要事実を推認して行く」
作業は、実戦ではとっても大事なことです
よねー。

Ⓨ　はい。税務調査の現場で税務職員は、よく
「領収書がないから認められません」と言
いますが、私は、立会現場で、「それは『直
接証拠がない』と言ってるだけで、これこ
れの間接証拠があってそこからこれこれの
間接事実が認定でき、これら各間接事実を
総合すれば、主要事実の推認ができていま
すよ、直接証拠による認定と間接証拠によ
る認定とがあることを知らないのです
か？」と反論することにしています。

Ⓜ　大学のゼミみたいなことを、闘いの現場で
ふっかけているのですねー。いやな税理士
立会ですねー。

　　さて、本件に戻って、合意があったかの事
実認定について、どのような主張をしまし
たか？

Ⓨ　本書３頁の「次の事情が聞き出せました」
のところで記載した、①の事実、②の事実を
各主張し、これらの事実について間接証
拠（被告の陳述書や証言等）で各立証し、

7 東京地判令和 5 年 3月14日（判例集等未登載，TAINSコードＺ888-2487）。
8 三木義一編著『よくわかる税法入門［第 17 版］』（有斐閣，2023 年）100 ～ 103 頁［伊川正樹執筆部分］参照。

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

「被告が負担する旨の合意は成立していな
かった」と結論付けたのです。

Ⓜ　さて、山本さんの展開は判決ではどうな
りましたか？

Ⓨ　次のとおり、ほぼ全面的に認めてくれまし
た。

当裁判所の判断（判決文より。アンダーライン
は筆者加筆）

１　争点１（原告納付額について、被告に法律
上の原因のない利得があるか）及び争点
２ ( 原告と被告との間に、原告納付額を被
告が原告に支払う旨の合意があったか ) に
ついて

（１）源泉徴収による所得税の納税者は、支払
者であって受給者ではないから、法定の
納期限にこれを国に納付する義務を負い、
それを怠った場合に生ずる附帯税を負担
すべき者は、納税者（徴収義務者）たる
支払者自身であって、その附帯税相当額
を受給者に請求することはできないと解
されており（最高裁昭和４３年（オ）第
２５８号同４５年１２月２４日第一小法
廷裁決・民集２４巻１３号２２４３頁参
照）、これを本件について見ると、原告納
付額のうち、加算税分については、徴収
義務者であり納税者である原告は、受給
者である被告に請求することはできない
と解される。よって、加算税分については、
被告の不当利得となることはない。

（２）そこで、本税分について検討する。
　　　この点、受給者は、源泉徴収による所
得税を徴収されまたは期限後に納付した
支払者から、その税額に相当する金額に
支払を請求されたときは、自己において
源泉納税義務を負わないことまたはその
義務の範囲を争って、支払者の請求の全
部または一部を拒むことができるものと
解されているので（前掲最高裁判決参照）、
支払者である原告が原告納付額を国に納
付していたとしても、原告が直ちに、こ
れを受給者である被告に対して不当利得
として請求できるものではなく、その義
務の範囲は原告と被告の間の私法関係に
よって決せられるものと解される。

（３）事案の概要のほかに、以下の事実が認め
られる。

　 ア　まず、本件追徴課税処分の前に、原告
と被告のどちらが原告が納付することに

なる税額を負担するかについて、明確な
合意があったことを認めるに足りる証拠
はない。

　　　 原告は、このような場合には、不当利
得返還請求権に基づき、当然に原告から
被告に対する求償が認められると解して
いるようにも見える。しかしながら、原
告は、訴外Ｙ社との管理業務請負契約に
ついては、これが被告の給与から源泉徴
収される税額を減らすものであることを、
本件建物の賃貸借契約については、これ
が被告に居住の利益を与えるためのもの
であることを、いずれも了承し、容認し
て各契約を締結していたと考えられ、ま
た、処分の対象者であり、異議の申立て
ができる支払者と違って、受給者も源泉
納税義務の存否・範囲について争う余地
が残されるべきであるとする前掲最高裁
判決の趣旨からしても、明確な合意がな
いにもかかわらず、事前に受給者がいか
なる金額についても支払う旨の合意が成
立したと推認することはできないと考え
られる。そうであるとすると、原告と被
告の間に明確な合意がない場合には、当
然に、原告が被告に対し、原告納付額を
求償できる、あるいは、原告が被告に対
し求償できるとの合意が成立していたと
推認することはできないと解される。そ
して、明確な合意が認められない本件に
おいては、別途合意が成立した場合でな
ければ、原告は、被告に対し、求償する
ことはできないと解するべきである。

（４）以上からすると、その他原告の主張する
ところに鑑みても、原告納付額について、
原告が被告に対し不当利得返還請求をす
ることができると解することはできず、
また、本件支払合意も認められない以上、
原告の被告に対する、原告納付額につい
ての請求は認められない。

9 なお，現在では，政令の改正により，法人が支出した保険料は控除対象とならないことが明確化されている（所
得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）183 条 4 項 3 号参照）。
10 福岡地判平成 21 年 1月27日民集 66 巻 1 号 30 頁（TAINSコードZ259-11125），福岡高判平成 21 年 7月
29日民集 66 巻 1 号 64 頁（TAINSコードZ259-11251）。
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　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

17 木山泰嗣「税法解釈のあり方」青山法学論集 58 巻 2 号（2016 年）97 ～ 101 頁，佐藤英明「最高裁判例
に見る租税法規の解釈手法」山本敬三＝中川丈久編『法解釈の方法論』（有斐閣，2021 年）349 ～ 350，
353 ～ 359 頁も参照。
18 髙橋祐介「判批」ジュリスト1441 号（2012 年）9 頁。
19 袁雪     「判批」法学論叢 180 巻 3 号（2016 年）135 頁参照。
20 両判決の整合性に疑問を呈する見解として，「東京地裁 一時所得の計算を巡る事件で国が一部敗訴」週刊税務
通信 3746 号（2023 年）7頁参照。
21 ただし，平成 24 年最判では法人がいったん支出して納税者に対する貸付金としていた保険料については納税
者が自ら負担したものとして控除が認められており，同判決によれば「他人が支出しても，収入を得た個人が自ら
支出した金額とみなす場合」（袁・前掲注（19）144 頁）には控除が認められるもの，と解される。本件弁護士
費用等をこのような場合に含まれるものと議論することもできるかもしれないが，相続という一事のみをもってこのよう
に断じることはできないように思われる。
22 ただし，仮にこのような議論が背後にあり，平成 24 年最判との区別が主たる関心ではなかったのだとしても，平
成 24 年最判と本判決の関係性は判決文において明示すべきだったようには思われる。

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

23 髙橋祐介「損害賠償なんか踏み倒せ！」立命館法学 352 号（2013 年）242 ～ 251 頁，川田剛『新版　ケースブッ
ク海外重要租税判例』（財経詳報社，2016 年）74 ～ 75 頁，長戸貴之『事業再生と課税』（東京大学出版会，
2017 年）107 ～ 121 頁，拙著『債務免除益の課税理論』（勁草書房，2020 年）14 ～ 30 頁［初出：2016 年］参照。
24 髙橋・前掲注（23）252 頁参照。
25 増井良啓「債務免除益をめぐる所得税法上のいくつかの解釈問題（上）」ジュリスト1315 号（2006 年）197 ～
199 頁参照。
26 増井良啓「債務免除益をめぐる所得税法上のいくつかの解釈問題（下）」ジュリスト1317 号（2006 年）268 ～
269 頁参照。

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

27 増井・前掲注（25）196 頁。増井良啓「賭博債務の免除から所得は生ずるか」税研 40・41 号（1991 年）
17 頁も参照。
28 田中治「債務免除益に係る所得税法上の取扱い」同『田中治税法著作集　第 2 巻　所得税をめぐる紛争
の特質とその解釈論』（清文社，2021 年）88 ～ 95，100 ～ 107 頁［初出：2019 年］，拙著・前掲注（23）
189 ～ 239 頁参照。
29 最判平成 27 年 10 月 8 日集民 251 号 1 頁（TAINS コード Z265-12733）。
30 増田英敏「判批」TKC 税研情報 25 巻 5 号（2016 年）10 頁参照。
31 東京高判平成 28 年 2 月 17 日税資 266 号順号 12800（TAINS コード Z266-12800）。

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

32 吉村政穂「判批」ジュリスト1505 号（2017 年）212 頁参照。
33 東京地判平成 30 年 4月19日税資 268 号順号 13146（TAINSコードZ268-13146）。
34 もっとも，同判決は，当てはめの部分において借入金の使途という規範と対応しない事実を主たる検討対象としており，
判決全体では正当なものとは論じがたい。この点については，拙稿「判批」税法学 582 号（2019 年）175 頁参照。
35福岡高判平成 30 年 11月27日税資 268 号 13231（TAINSコードZ268-13231）。

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

36 なお，品川・前掲注（4）は，債務が自然債務化していたことにより，それが消滅しても債務免除益という所得
は生じない旨を論じている。これは，本件では将来返済に充てるはずであった資産が観念できないのであるから，
純資産アプローチにもとづき，本件債務免除によって債務免除益という所得は生じない旨を論じたものと理解でき
るように思われる。このように，債務免除益の課税理論の観点からは，むしろ争点（1）について議論することが
有益かもしれないが，本稿の関心からは外れるため，今後の検討課題としたい。
37ただし，本判決の当否に直接には影響しないようには思われるが，平成 30 年東京地判ではYは借入金アプロー
チにもとづいて主張を展開しており，本件におけるY の主張は先行裁判例における主張との一貫性を欠くようには
思われる。
38 このような法理のことを，米国では「係争債務の法理」と呼ぶ。日本法でも同様の法理が成り立つよ
うに思われることにつき，拙稿「消費者問題と債務免除益課税」青山法学論集 61 巻 4 号（2020 年）
378 ～ 382 頁参照。

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

39 最判平成 22 年 7月6日民集 64 巻 5 号 1277 頁（TAINSコードZ260-11470）。
40 最高裁判決研究会「『最高裁判決研究会』報告書」（内閣府ウェブサイト，2010 年）7 頁参照。この規定が
確認的規定であることを前提とした判決として，大阪高判平成 28年 1月12日税資 266号順号 12779（TAINSコー
ドZ266-12779）参照。
41 債務免除益課税を譲渡所得課税と似たように議論する発想（反ベイシス）については，小塚真啓「債務免除益
の法的･経済的性質と所得分類」租税研究 795 号（2016 年）74 頁参照。
42 この点，筆者は，債務控除アプローチという新たな考え方をもって，資力喪失者に対する債務免除益課税を行わ
ない実務と債務の発生時から消滅時までを通じて課税関係を考察する解釈論を整合させることができると論じてい
る。拙著・前掲注（23）参照。
43 大阪地判平成 24 年 2 月 28日税資 262 号順号 11893（TAINSコード Z262-11893），広島高判平成 29 年 2
月8日民集 72 巻 4 号 353 頁（TAINSコードZ267-12978）。
44 法 44 条の 2 の適用要件の解釈については，拙著・前掲注（23）69 ～ 71 頁［初出：2017 年］参照。

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。

　

  



はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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45このような議論を示唆する文献として，金子（2021）・前掲注（16）248 頁参照。
46 拙著・前掲注（23）139 ～ 188 頁［初出：2017 年］参照。
47 前掲注（2）も参照。



　みなし贈与と相続時精算課税～被相続人の債権放
棄による株価の増加額～
（令０４－０３－１６　非公開裁決　棄却　Ｆ０－３－８５６）
　この事案では、相続開始前、被相続人がＡ社（請求
人が５０％超の株式を所有する同族会社）に対する貸
付金債権を放棄したことによる株価の増加額につき、
みなし贈与の対象となるか否かが争点の一つとなりま
した。請求人は、その過程で、Ａ社株式のうち１０，
１００株は、被相続人から相続時精算課税の対象とな
る贈与によって取得したものであって、その贈与時の
価額も確定しているから、債権放棄によるＡ社株式の
評価額の増加に相続税法第９条の規定を適用すること
は、相続税法第２１条の１５第１項の規定に照らし
て、許されない旨主張しました。審判所では、次のと
おり判断し、請求人の主張を斥けました。
　相続時精算課税制度は、民法上の贈与契約のみなら

ず、これに当たらない資産移転、経済的利益の付与で
あっても相続税法の規定により贈与とみなされて課税さ
れるものは、全て適用の対象となる。Ａ社株式のうち１
０，１００株の贈与と債権放棄は別個の行為であって、
当該株式贈与に対する課税と債権放棄に対する課税は異
なる課税原因に基づくものである。また、債権放棄によ
るＡ社株式の評価額の増加は相続税法第９条の規定の適
用がある財産の増加というべきであって、相続税更正部
分は、Ａ社株式の単なる評価額の増加を対象としたもの
でない。
　したがって、債権放棄に伴うＡ社株式の評価額の増加
に相続時精算課税制度を適用して、課税することは相当
である。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－３－８５６

（税法データベース編集室：依田　孝子）

はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

    

　雑誌目次検索システムは、現在、税研・税務事例研究・税

理・税経通信・税務弘報・月刊税務事例・国税速報・週刊税

務通信・Ｔ＆Ａ master・速報税理・ProfessｉonJournal・

国際税務の12誌について、各誌の年号・雑誌名・掲載頁

や著者名・肩書・タイトル・判決年月日等により、目次を検

索することができます。この目次とは、タイトルの親和性が

増すように、若干の加工を行っています。

　また、判決・裁決から雑誌目次情報にアクセスできるリ

ンクを備えており、閲覧している判決・裁決等の評釈や実
務研究がどの雑誌に掲載されているか確認することができ
ます。

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.615 2023.04.13

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.614 2023.04.06　　
　税理士損害賠償／横領の調査確認等・所得拡大
促進税制の失念
（令０２－０２－２０　東京地裁　一部認容・棄却　Ｚ９９９－０１８１）
　原告の顧問税理士であった被告が、原告代表者による
横領について、原告に対する報告や是正・指導を行わず、
それらが被告との間の業務委託契約に係る善管注意義
務に反するものであると主張し、原告が、被告に対し、債務
不履行１により、横領された金銭の一部である３０００万円
及び遅延損害金の支払を求めるとともに、被告が所得拡
大促進税制の適用を失念して確定申告をしたことが、善管
注意義務に違反するものであると主張し、債務不履行２に
より、過大納付額等１０３８万余円及び遅延損害金の支払
を求める事案である。
　裁判所は、（１）顧問契約の定めから、会計書類の内容
を調査・確認し、不審点を明らかにして助言・指導するなど

の義務が被告にあったと解することはできないから、債務不
履行１に基づく原告の請求には理由がない。（２）原告は、３
５４２万余円を納税したが、被告が本件税額控除制度を適
用していれば、納税額は２９２５万余円で足りたと認められる
から、差額６１６万余円は、債務不履行２と相当因果関係の
ある損害であるということができる。（３）賠償金に法人税等
が課税されるのは、損害賠償金が発生したことを益金として
扱うこととした租税制度の結果にすぎず、債務不履行２と相
当因果関係のある損害ではない。
　などと判断し、被告に６４６万余円及び遅延損害金の支
払を命じました。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ９９９－０１８１

（税法データベース編集室：大高　由美子）

今週の判決等(2023年4月～2023年6月収録）
ちーちゃん
（地方税担当）

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.617 2023.04.27  
　通則法７４条の１０の無予告要件／代表者個人
預金口座による売上除外の把握
（令０３－１０－０６　東京地裁　棄却　確定　Ｚ８８８－２４６９）
　本件は、原告が、長野税務署長により無予告調査を受け
た結果、長野税務署長から、平成３０年４月期に係る法人税
等の更正処分を受けたことから、本件各更正処分はいずれ
も国税通則法７４条の１０に反する違法な手続に基づくもの
であるなどとして、本件各更正処分の取消しを求める事案
です。東京地裁は次のとおり判断し、原告の請求を棄却しま
した。
　原告は、取引先からの売上代金の一部を原告代表者名
義の預金口座で受け入れていながら、原告の「預貯金等の
内訳書」において、本件預金口座を記載していなかったこ
と、原告及び原告代表者の申告内容を前提とすると、平成２
９年４月期及び平成３０年４月期において、原告代表者から

原告に対し、原告代表者の年収を超える額の資金が移動（原
告代表者からの借入金残高が増加）していることになること等
から、長野税務署長において、原告が本件預金口座を利用し
た売上除外等を行っていることを想定したことは不合理なもの
ということはできない。
　一般に、原告のような家族経営の中小企業では、帳簿類等
の改ざんを防ぐための内部統制が不十分であることが多いこと
なども踏まえると、本件無予告調査に際しては、正確な課税標
準等又は税額等の把握を困難にするおそれ等があると認める
場合にあったといえる。本件無予告調査は無予告要件を満た
しており、無予告調査を行ったことに国税通則法７４条の１０に
反する違法はない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　  【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４６９　　

（税法データベース編集室：小菅　貴子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.616 2023.04.20
　実質所得者課税の原則／資金調達のために発行
した社債の利子
（令０４－０２－０１　東京地裁　認容・確定　Ｚ８８８－２４５７）
　外国法人Ａ社の東京支店は、ロンドン本店と本支店間取引
により資金調達を行っていましたが、英国の税法上、外国税額
控除を十分に受けられずにいました。そこで、本支店間融資取
引の経済的実質を変えない資金調達として、東京支店がロン
ドンの本店に対して社債を発行し、本店はその社債をＡ社の
完全子会社で外国法人のＢ社に、Ｂ社は日本のＣ社に譲渡し
ました。本件は、利子の収益を実質的に享受している者はＢ社
として、Ａ社が課税庁から源泉所得税の納税告知処分等を
受けた事案です。東京地裁は、下記判断をして、処分を全て
取り消しました。
　本件の課税物件である利子の実質所得者を判断するに
たっては、本件利子に係る経済的損益の帰属先のほか、資金

調達取引全体の仕組み、資金調達取引に至る経緯あるいは
関係者の認識、資金調達取引の実施状況など諸般の事情を
総合的に考慮すべきものと解される。本件資金調達取引におい
ては、利子に係る収益を含む社債等に関する経済的な損益に
つき、法的な権利義務関係を通じて、最終的にロンドン本店に
帰属するという仕組みを採用していることのほか、社債等に係る
損益を全てロンドン本店に帰属させることが資金調達取引を実
施する不可欠の要素であることは、関係者間における一貫した
共通認識であって、本件資金調達取引の実際の実施状況もこ
れに沿う形で行われているものである。
　以上によれば、本件利子の実質所得者はロンドン本店と認
めるのが相当である。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　  【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４５７

（税法データベース編集室：草間　典子）

ほう君
（法人税担当）
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はじめに　 　 
　所得税法（昭和40年法律第33号，以下「法」という）
における債務免除益の取扱いについて，今年 3 月に，
これまであまり争われてこなかった債務免除益と経
費控除という論点に関して，納税者が一部勝訴する
注目すべき判決が東京地裁から出た。本稿では，当
該判決について，一時所得の計算上控除できる経費
の観点から論じる。なお，本稿の情報は，インターネッ
ト上のものをふくめ，2023年6月末時点のものである。

Ⅰ　事案の概要と争点 1

　X1 は X2 の母であり，AはX1の夫かつX2の父，
B は A の父かつ X1 の養親である（以下，X1 およ
び X2 を「X ら」という）。平成 14 年 2 月 15 日，　 
銀行である Cは，Bが借主，Aが保証人であるとい
う平成 5 年 9 月 6 日付けの契約証書がある金銭消費
貸借契約に関して，元本 16 億円の返済ならびに利
息および遅延損害金の支払いを求めて A および B
を被告として別訴を提起した（以下「前訴」という）。
前訴は，B による反訴や B の死亡による A ら相続
人の訴訟承継などを経て，平成 16 年 4 月 15 日に訴
訟上の和解が成立した。当該和解では，A が全ての
債務を引き受けるとともに，残債務の一部である 6
億 2,630 万円を返済した場合には，C は A に対しそ

の余の 9億 7,370 万円の支払義務を免除するもの と
されていた（以下，この免除を「本件債務免除」と
いう）。この間，A は，別訴に関して計 201 万 300
円の訴訟費用等および計 8,525 万円の弁護士費用等
をD弁護士に対して支出している。
　その後，A は上記の条項どおりに債務を返済して
いたが，平成 26 年 10 月，6 億 2,530 万円を返済し
た時点で死亡した。そのため，平成 27年 6月 24 日，
残債務 9 億 7,470 万円を X らが引き受けるとの債務
引受契約が X1，X2 ら A の相続人と C の間で結ば
れた。また，A の死亡に伴う遺産分割協議において
は，X らが 1/2 の 4 億 8,735 万円ずつ当該債務を承
継することとされ，相続税の申告書にも当該債務を
Xらが引き受けた旨の記載があった。その後，Xらは，
平成 28 年 6 月 30 日までに，100 万円を C に対して
返済した。
　平成 29 年 5 月 12 日，Aの相続人らは，Aを被相
続人とする相続税について，当初申告していた残債
務 9 億 7,470 万円が 0 であるとして修正申告を行っ
た 2。その後，平成 30 年 4 月 25 日，所轄税務署長は，
X らが本件債務免除により合計 9 億 7,370 万円の利
益（以下「本件債務免除益」という）を平成 28 年
に得たものとして，X1 の平成 28 年分の総所得金額
を 3 億 2,100 万円余，納付すべき税額を 1 億 1,400

万円余，X2 の同年分の総所得金額を 2 億 6,900 万
円余，納付すべき税額を 1 億 1,700 円万円余とする
所得税の更正処分などを行った。これに対して，X
らは，これらの処分の取消しを求め，不服申立て 3
を経て Y（国）を被告として出訴した。
　本件の争点は，（1）本件債務免除益の存否，
（2）資力喪失（法 44 条の 2）の有無，（3）二重課
税の排除（法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適用の
有無，（4）理由附記の不備の有無，（5）前訴の弁
護士費用等を「その収入を得るために支出した金
額」（法 34 条 2 項）として控除することの可否の
5 点であるが，本稿では主に（5）に争点を絞って
議論する 4。

Ⅱ　裁判所の判断（以下「本判決」という）
　請求一部認容，一部棄却。争点（5）に関して，
下記のとおり X らの主張を認め 5，X1 の平成 28
年分の総所得金額を 2 億 9,900 万円余，納付すべき
税額を 1 億 400 万円余，X2 の同年分の総所得金額
を 2 億 4,700 万円余，納付すべき税額を 1 億 700 万
円余として処分の一部を取り消している。
　「法 34 条 2 項……に照らすと，前訴に要した弁
護士費用等が『収入を得るために支出した金額』
（以下単に『支出』ということがある。）に該当す
るか，特に『直接要した金額』といえるかが問題
となる。
　……本件債務免除は，本件和解の条項に従って
A 及び X らが分割金を支払ったために生じたもの
であるところ，弁護士費用等は，回顧的にみれば本
件和解の成立に向けられた訴訟活動のためのもので
あったといえることからすれば，本件債務免除を受
ける前提となる本件和解のために必要であった支出
ということができ，少なくとも『収入を得るために
支出した金額』には該当するものというべきである
……
　……そこで，これが本件債務免除に『直接要した
金額』といえるかについて検討する。Y は，本件債
務免除は，A 及び X らが，本件和解に基づき分割
金を支払ったことから生じたものであり，本件和解
の成立に要した弁護士費用等は，本件債務免除との

関係では直接性を欠く旨主張する。しかしながら，
C が本件債務免除をすることとなったのは，本件和
解において，A が総額 6 億 2,630 万円の分割金を支
払うことを条件として，本件貸付に係る残債務 9 億
7,370 万円が免除されることが定められていたため
であり，分割金の支払は本件債務免除の停止条件で
あったといえる。そして，そのような停止条件付債務
免除である本件債務免除は本件和解の時点で潜在的に
は行われていたものと同視することができ，A 及び
Xらが分割金の支払を行ったことは，その停止条件成
就に向けた事後的な行為にすぎなかったものともいえ
る。加えて，本件和解に従い，分割金の大半は……本
件和解の成立日から 3 年以内に支払済みとなってお
り，残余は500万円（毎年50万円ずつ10年間の分割払）
にすぎず，この額は…… A の純資産額 6 と比較すれ
ば些細な額であったといい得るのであって，分割金の
完済によって免除されるべき残債務の額が 9億円を超
えることに鑑みれば，A又はその相続人がその支払を
しないことは経済合理性の上でもおよそ考え難い。そ
もそも，本件和解の席上で債務の一部の支払がされ，
その余の債務の免除がその場で確認された場合であれ
ば，弁護士費用等は上記債務免除益に係る支出として
容易に認められるものと考えられるところ，上記の支
払が分割払となったからといって当然にその支出性の
取扱いを異にするのは，いささか均衡を欠くものとい
わざるを得ない。
　したがって，本件和解の成立に向けられた訴訟活
動は，本件和解ひいては本件債務免除との関係で直
接性がある行為と評価し得るので，前訴のための弁
護士費用等は本件債務免除益を得るために『直接要
した金額』に該当するというべきである。
　……次に，A が支払った弁護士費用等を X らに
ついてその『支出した金額』として本件債務免除
益から控除することができるのかが問題となる。
この点，Y は，これらの経費については，A の支
払が終わっている以上，D 弁護士との関係での債
権債務関係は既に消滅しており，X らの相続の対
象となるべき法律関係が存在しないのであるから，
X らについては控除することはできないと主張す
る。しかしながら，相続によって，相続人は，相

続開始の時から，被相続人の一身に専属したもの
でない限り被相続人の財産に属した一切の権利義
務を承継するとされているところ（民法 896 条），
X らは，A から，本件和解に基づく分割金の支払
義務を相続により承継している。そして，A の存
命中に本件債務免除が行われた場合であれば，本
件債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を
得るための支出として控除されたはずであるとこ
ろ，そのような控除を受け得る法的地位は，D 弁
護士への支払債務の履行が終了したり，本件和解
に基づく分割金の支払が完了して本件債務免除に
係る停止条件が成就する前に A が死亡したりした
からといって消滅するものではなく，また，A の
一身に専属したものと解すべき理由もないから，
A の死亡により，相続人たる X らに承継されたも
のと解すべきである……。なお，A の本件和解に
関する債務を X らが引き受けていることからすれ
ば，当該債務の免除益（本件債務免除益）が生じ
た場合に，弁護士費用等を支出としてそこから控
除を受け得る法的地位も X らが専ら承継すること
は，A 相続人らの合理的意思にも合致しているも
のと考えられる。
　……そうすると，その余の点について判断する
までもなく，前訴に要した弁護士費用等は，本件
債務免除益を受けるために要した支出として法
34 条 2 項により平成 28 年分の X らの一時所得
から控除することができるものというべきであ
る。」7

Ⅲ　検討 
１　本判決の意義および検討の概要
　本件は，親族から相続により承継した債務の免除
を受けた場合に，当該債務の免除を受ける条件を定
めた和解のために親族が支出した弁護士費用等およ
び訴訟費用等（以下「本件弁護士費用等」という）
が控除できるか争われた事案である。結論としては，
これらの費用を控除できるものとして，納税者が一
部勝訴する判断がされている。
　本稿では，まず，一時所得の計算構造について整
理したうえで（２），本判決が本件の争点に関する
最高裁判決と整合的に解することができるのかとい

う点（３）および債務免除益課税に関する従来の裁
判例の動向とどのような関係に立つのかという点
（４）を論じる。最後に，一時所得の経費額以外の
論点についても取り上げる（５）。

２　一時所得の計算構造と本件の争点
　所得税法は，収入を 10 種類に分類し，それぞれ
の分類ごとに異なる計算方法を定めている（法 23
条ないし 35 条）。このような所得分類制度が設けら
れている趣旨は，収入を得る態様に応じて異なる質
的担税力を考慮し，公平に所得税を課すためである，
と一般的に説明される 8。
　本件債務免除益が該当するものとされている一時
所得は（法 34 条 1 項），「営利を目的とする継続的
行為から生じた」ものではない「一時の所得」として，
すなわち一度限りで得られる，非回帰的な収入であ
る。このような収入は継続的に得られるものではな
いことから，業務について生じる間接対応の費用は
観念しがたいため，必要経費（法 37 条）ではなく「そ
の収入を得るために支出した金額」のうち「その収
入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた
原因の発生に伴い直接要した金額」（以下「一時所
得の経費額」と呼ぶ）のみを控除するものと定めら
れている（法 34 条 2 項）。なお，一時所得の経費額
については，懸賞クイズ等について経費を例示する
通達はあるが（所得税基本通達 34-3），用語の一般
的な意義について定める通達などの定めは存在しな
い。

３　一時所得の経費額に関する先行する議論と本判決
（1）リーディングケースとしての平成 24 年最判
　一時所得の経費額については，以上のようにその
意義に関する実務上の基準なども示されていないと
ころ，平成 24 年の逆ハーフ・タックスプラン事件上
告審判決（以下「平成 24 年最判」という）がリーディ
ングケースとなっている。
　同事件は，納税者が一時所得に該当する養老保険
契約の満期保険金を受領したところ，当該保険金か
ら控除できる保険料の金額が争点となった事案であ
る。納税者は，当該保険に係る保険料全額が一時所
得の経費額に該当するものとして申告をしたが，課

税庁は，保険料のうち納税者の経営する法人が支出
した部分（全額の 1/2）については一時所得の経費
額に該当しないものとして更正処分を行った 9。第
一審および控訴審では，納税者の請求を認容して処
分を取り消す判決が下されていたが 10，上告審で
は下記のような判示により，本税の処分の取消請求
を認容した原判決を破棄して納税者の請求を棄却し
ている 11 （下線は筆者）。
　「所得税法は，23 条ないし 35 条において，所得を
その源泉ないし性質によって 10 種類に分類し，それ
ぞれについて所得金額の計算方法を定めているとこ
ろ，これらの計算方法は，個人の収入のうちその者
の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とす
る趣旨に出たものと解される。一時所得についてそ
の所得金額の計算方法を定めた同法34条 2項もまた，
一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税
を図る趣旨のものであり，同項が『その収入を得るた
めに支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除す
るとしたのは，一時所得に係る収入のうちこのような
支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させ
るものではないことを考慮したものと解されるから，
ここにいう『支出した金額』とは，一時所得に係る収
入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金
額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものであ
る。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同
一であることを前提としたものというべきである。
　したがって，一時所得に係る支出が所得税法 34
条 2 項にいう『その収入を得るために支出した金額』
に該当するためには，それが当該収入を得た個人に
おいて自ら負担して支出したものといえる場合でな
ければならないと解するのが相当である。」 12
　このように，平成 24 年最判では，一時所得の控除
額に該当するためには，収入を得た者自らが負担し
て支出した金額といえることが必要であるとされた。
また，このような解釈論の根拠としては，担税力を
測定するという所得分類制度の趣旨目的が主として
挙げられていた。

（2）平成 24 年最判についての先行学説
　逆ハーフ・タックスプラン事件については，控訴審
判決で納税者が勝訴した段階では文理解釈の原則の観
点から肯定的に評価する見解もあったものの 13，平成
24 年最判で本税部分について敗訴する結論が下された
後は，平成 24 年最判を支持する見解が多数であるよう
に思われる 14。学説の支持を集めた理由としては，ま
ず，調査官解説が指摘するとおり 15，租税法規は文理
解釈が原則であるが，文理解釈のみによっては意味内
容を明らかにできない場合には規定の趣旨目的に照ら
して解釈すべきであるとする通説的な見解 16 と同判決

が整合的であると考えられることが挙げられよう 17 。
　また，一時所得の経費額の趣旨目的の理解や具体
的な解釈論についても合理的であると論じられてい
る。たとえば，髙橋教授は，「所得課税における投
下資本の回収という見地から」  18 結論を導き出し
ている，と論じている。また，袁氏は，人の原資と
いう考え方を示したものとして，平成 24 年最判は
意義を有する，と評価する 19。

（3）平成 24 年最判と本判決の対比：両判決を整合
　的に解することは可能か？
　以上のように，平成 24 年最判は一時所得の経費額
に関するリーディングケースと考えられてきたとこ
ろ，本判決は同判決を引用していない。しかし，本
件弁護士費用等について「A の支払が終わっている
以上，D 弁護士との関係での債権債務関係は既に消
滅しており，X らの相続の対象となるべき法律関係
が存在しないのであるから，X らについては控除す
ることはできない」と述べる Y の主張は，X らが自
ら負担していない費用の控除を否定するという，平
成24年最判を前提とした主張のように思われる。
　それでは，平成 24 年最判と本判決の関係はどの
ように捉えられるのだろうか 20。この点，本判決は           
「A の存命中に本件債務免除が行われた場合であれ
ば，本件債務免除益から弁護士費用等がその一時所
得を得るための支出として控除されたはずであると
ころ，そのような控除を受け得る法的地位は…… A
の死亡により，相続人たるXらに承継された」と論
じている。平成 24 年最判と本判決が整合的である

と論じるためには，このように A が支出したこと
で得た控除する権利が相続で X らに移転したと議
論できるかが鍵となろう。
　このような解釈論は，「被相続人が支出した金額
は，控除権が相続されるので，相続人が得た一時所
得の経費額として認められる」という一般論として
は合理的とは言い難い。なぜならば，平成 24 年最
判は「収入を得た個人が自ら負担したものといえる
金額」のみが一時所得の経費額となる，と明確に述
べており 21，仮に相続という権利義務の包括的な
移転が行われたとしても，税法上の特段の規定がな
ければ , 被相続人の支出は相続人の負担とは同視し
難いように思われるからである。
　もっとも，本件は特殊な事例だった点には注意す
べきであろう。すなわち，A の死亡時点において本
件和解の条件は 100 万円の返済のみが残っており，
Aが死亡前に 100 万円を返済してさえいれば，Aに
債務免除益が生じていた。本判決も「A の存命中に
本件債務免除が行われた場合であれば，本件債務免
除益から弁護士費用等がその一時所得を得るための
支出として控除されたはずである」と論じるとおり
である。したがって，本判決の妥当性は，このよう
な特殊事情を考慮することの是非によるものと考え
るべきであろう 22。以下では，このような特殊事情
を勘案することの是非につき，債務免除益課税とい
う文脈から議論することとしたい。

４　債務免除益の課税理論と本判決：所得分類をめ 
　ぐる先行裁判例との比較

（1）債務免除益の課税理論の概要 23
　本件で問題となった債務免除益については，その課
税の根拠をどのように捉え，その範囲をどう画するか，
という点について，米国において主として 2つの考え
方が唱えられてきた。この観点から，債務免除益課税
に関する先行裁判例と本判決の整理を試みたい。
　1つめの考え方は純資産アプローチ　（Net Worth 
Approach）と呼ばれるものであり，債務がどのよ
うに発生したかにかかわらず，返済無しでの債務
の消滅によって将来返済に充てるはずであった資
産が利用可能になることを所得として捉える考え
方である。借入金債務の免除を例にとれば，将来
返済に充てるはずだった現金を自由に使えること
になったことを課税所得として捉える，というこ
とである。この考え方によれば，将来返済するは
ずであった債務の消滅はその債務の発生原因など
を問わず包括的に課税対象と解される一方，債務
超過者が債務超過額分について債務免除を受けた
としても，将来返済に充てるはずだった資産が観
念できないことから，課税対象にはならないもの
と解されている。
　もう 1つの考え方は借入金アプローチ（Loan 
Proceeds Approach）と呼ばれるものであり，債務
の発生時に受けた利益について，返済無しでの債務
の消滅時に所得として捉える考え方である。債務の
発生および消滅を通じた純資産の増加を所得として
捉える考え方と言えよう。借入金債務の免除を例に
とれば，借入時に受け取った現金は将来返済するか
ら所得とはならないが，返済を免除された段階では
借入れと免除をトータルでみて純資産が増加するの
で課税所得として捉える，ということである。この
考え方によれば，仮に債務が消滅したとしても，そ
の債務の発生時に何ら利益を受けていない場合には
トータルで見た場合の純資産増加が無いので課税対
象とはならないものと解される一方，債務超過者が

債務免除を受けたとしても債務の発生時に利益を受
けていれば課税対象となるものと解されている。
　日本の課税実務においては，まず，債務免除益
が発生する債務の性質が限られていない（所得税
基本通達 36-15(5)）。これは，仮に債務の発生時に
受益の無い債務でもその消滅によって債務免除益
が生じうることを表しているとすれば，純資産ア
プローチに親和的なものと言えよう。また，資力
喪失者が得た債務免除益は，通達で非課税（収入
金額不算入）とされてきたが（旧所得税基本通達
36-17。平成 26 年度税制改正で法 44 条の 2 が立法
されたことにより現在では廃止されている），上述
のとおり，このような解釈論は，米国では純資産ア
プローチを前提として唱えられてきた。したがって，
これらの通達の定めを前提とすると，日本の課税実
務においては純資産アプローチの考え方が強いよう
にも思われる 24。
　他方，学説としては，増井教授が，資力喪失時の
債務免除益非課税を定める通達の定めは肯定しがた
いことや 25，贈与契約を締結した後に贈与債務から
免れた場合には債務発生時所得課税が行われるべき
ではないことなどを借入金アプローチの考え方にも
とづいて論じている 26。少々長くなるが，その考え
方の骨子となる部分を引用すると次のとおりである。
「借入金は借主の所得にならない。元本の収受のあっ
た年に，将来の返済債務を見越計上することによっ
て，借主には純資産の増加がないことになるからで
ある。……債務が免除された場合どうなるか。もと
もと，借入金が所得から除外されたのは，借主が元
本を返済する義務を負っていたからである。これに
対し，債務が額面金額以下に減額された場合には，
借主はもはや額面金額だけの返済をする義務を負わ
ないから，この前提が崩れる。借主は，支払わなけ
ればならぬ額よりも多くの額を受け取りかつ所得か
ら除外したことになる。つまりこの場合，借主の富

はネットでみて免除分だけ増加している。その増加
額を所得に計上するのである。」 27

（2）所得分類をめぐる先行裁判例と債務免除益の課    
　税理論 28
　純資産アプローチと借入金アプローチの対立につ
いて明確に論じた日本の判決は，今のところ見当た
らない。ただし，債務免除益の所得分類をめぐる一
連の裁判例では，債務免除益の捉え方について異な
る傾向が見られる。

①　平成 27 年最判
　債務免除益の所得分類について論じた最高裁判例
としては，平成 27 年の倉敷青果荷受組合事件第一
次上告審判決が挙げられる。同判決は，人格のない
社団等である被上告人の理事長であるＥが得た債務
免除益が給与所得（法 28 条 1 項）に該当し，当該
社団等に源泉徴収義務（法 183 条）が生じるとした
ものだが，その理由付けにおける事実のあてはめに
おいて以下のように述べる（下線は筆者）。
「前記事実関係によれば，Ｅは，被上告人から長年に
わたり多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価
証券の取引に充てるなどしていたところ，被上告人
がＥに対してこのように多額の金員の貸付けを繰り
返し行ったのは，同人が被上告人の理事長及び専務
理事の地位にある者としてその職務を行っていたこ
とによるものとみるのが相当であり，被上告人がＥ
の申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たって
は，被上告人に対するＥの理事長及び専務理事とし
ての貢献についての評価が考慮されたことがうかが
われる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，
Ｅが自己の計算又は危険において独立して行った業
務等により生じたものではなく，同人が被上告人に
対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の
対価として，被上告人から功労への報償等の観点を

も考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当
である。」29
　平成 27 年最判では，下線部分のように，債務免
除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態様，つ
まり債務消滅時の事情にくわえ，被上告人が A か
ら金銭を借り入れる際の態様，つまり，債務発生時
の事情が勘案されている 30。

②　平成 28 年東京高判
　倉敷青果荷受組合事件と同時期に債務免除益の所
得分類について争われた事件としては，ノンリコー
ス債務免除益事件が挙げられる。同事件では，航空
機リース事業を営む匿名組合の組合員が借り入れた
責任財産限定特約（ノンリコース条項）付きの金銭
について債務免除が行われた場合，債務免除益が不
動産所得（法 26 条 1 項）などに該当するかが争われ
ているが，同事件控訴審判決は以下のように述べて
不動産所得に該当しないと論じている（下線は筆者）。
本件ローン債務免除益は，本件融資銀行が本件借入
金の残債務を免除したという本件ローン債務免除行
為によって発生したものであるところ，本件融資銀
行は，本件航空機の賃借人ではなく，本件航空機を
使用収益していたわけではない。確かに，本件ロー
ン契約に基づく本件借入金の借入れが本件組合事業
（航空機の貸付業務）を営むに当たり必要な行為で
あったことは認められるし，本件借入金に係る返済
債務が本件航空機の貸付業務の遂行と関連して発生
したということもできるが，本件ローン債務免除益
は，本件組合が行っていた営利を目的とする継続的
行為である本件航空機の賃貸自体によって発生した
ものではないし，本件航空機を使用収益させる対価
又はこれに代わる性質を有するものでもないから，
本件ローン債務免除益を不動産所得に該当するもの
ということはできない。」 31
　平成 28 年東京高判では，下線部分のように，債

務免除益の所得分類を論じるにあたり，免除の態
様，つまり債務消滅時の事情が専ら議論されてお
り，債務発生時の事情は勘案されていないように
思われる 32。

③　その後の裁判例：平成 30 年東京地判
　以上のように，平成 27 年最判は債務発生時の事情
および債務消滅時の事情をもって債務免除益の所得
分類を論じた一方，平成 28 年東京高判は債務消滅時
の事情のみをもって債務免除益の所得分類を論じて
いる。債務発生時の事情を考慮するか否かというこ
の相違は，判決文で明示されているものではないが，
平成 27 年最判が借入金アプローチに似た考え方にも
とづき債務免除益を債務の発生および消滅により発
生するものと捉えた一方，平成 28 年東京高判が純資
産アプローチに似た考え方にもとづき債務免除益を
債務の消滅により発生するものと捉えたことにより
生じたものだ，と整理することができるだろう。
　このような整理によるならば，平成 27 年最判と
平成 28 年東京高判では，債務免除益をどう捉える
のか，という点について一致が見られなかったとい
える。しかし，この点について，平成 30 年の東京
地裁の判決が下記のような興味深い判示をしたうえ
で納税者一部勝訴の判決を下している（下線および
番号は筆者）。
「所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，
その源泉又は性質によって 10 種類に区分し，担税
力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる
所得区分の判断に当たっては，当該所得に係る利益
の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態
様を考慮して実質的に判断されるべきものと解さ
れ，①借入金の債務免除益の所得区分の判断におい
ては，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経
緯等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
……②所得税法において，借入金が借主の所得とさ
れていないのは，借入金を取得すると同時に，当該
借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加
しないことによるものと解されるところ，上記債務

が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済
額の差額について純資産が増加することになり，当
該差額が所得として観念されることになるのである
から，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当
たっては，当該借入れの目的や当該借入金の取得に
係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がない
とするのは相当ではない。」33
　平成 30 年東京地判は，①の部分で免除の経緯に
加えて借入れの目的という債務発生時の事情を考
慮すべきことを述べたうえで，②の部分でその根
拠として借入金アプローチの考え方に明確に言及
している 34。債務発生時の事情および債務消滅時
の事情をいずれも勘案する裁判例としては，他に
平成 30 年の福岡高裁の判決もみられるところで
ある 35。
　このように，平成 27 年最判および平成 28 年東京
高判が提起した「債務免除益とは何か，その課税に
あたってはどのような事実が考慮されるべきか」と
いう問題は，両判決がその根拠について明確な判示
をしていないこともあり，未だ解決されていない。
ただし，平成30年東京地判などの下級審裁判例では，
平成 27 年最判が示した「債務発生時の事情および
債務消滅時の事情を考慮して債務免除益の所得分類
を決定する」という方針を前提として，それをどの
ように根拠づけるべきか，という方向へと関心が移
りつつあるように思われる。

（3）所得分類に関する先行裁判例と本判決
　本判決は，債務免除益の所得分類が争われたも
のではないため，平成 27 年最判や平成 28 年東京
高判と密接に関連する裁判例とは言い難い。もっ
とも，本件弁護士費用等という債務免除直前では
ない段階で支払われた費用について「直接要した」
ものとして経費控除が認められるか，という点は，
債務免除益をどのような所得として捉え，その課
税関係を決めるにあたりどの程度の時間的幅のな
かで事実を勘案するか，という，所得分類につい
てこれまでされてきた議論と関連するように思わ

れる 36。
　この点について，まず，Y は「本件債務免除は，
A 及び X らが，本件和解に基づき分割金を支払っ
たことから生じたものであり，本件和解の成立に要
した弁護士費用等は，本件債務免除との関係では直
接性を欠く」という議論をしている。これは，あく
まで債務免除益は債務の消滅それ自体によって生じ
るものという純資産アプローチを前提に 37，本件
債務免除益は専ら分割金の支払いという債務の消滅
事由から生じたものであり，控除すべき費用も分割
金の支払いに要したものに限られるという主張と理
解できるだろう。
　これに対し本判決は「本件債務免除は本件和解の
時点で潜在的には行われていたものと同視すること
ができ，A及びXらが分割金の支払を行ったことは，
その停止条件成就に向けた事後的な行為にすぎな
かったものともいえる」として，本件債務免除益は
和解の時点でほぼ確定的に生じていたとの見方を示
している。このことを補強する事情として，「A 又
はその相続人がその支払をしないことは経済合理性
の上でもおよそ考え難い」ことを述べている。この
ように，本判決は債務が消滅する以前の和解段階の
事実を重視して一時所得の経費額を判断しているこ
とから，純資産アプローチよりも借入金アプローチ
に親和的と評価できよう。
　もっとも，純粋な借入金アプローチの見方によるな
らば，債務の発生時，つまりBがCと金銭消費貸借契
約を結んだ平成 5 年まで遡って経費控除を考えるべき
だとの見方もありうる。しかし，本件においては，債
務の存否が前訴で争われていたことから，前訴が和解
で終結するまでは債務が確定的に生じていたとは言い
難かったであろう。むしろ，前訴が争われている最中

に返済が減免されたとしても，それは既存の債務が消
滅したものとして債務免除益課税の問題が生じるので
はなく，当初から減免後の債務のみが成立していたと
解すべきではないかと思われる38。
　以上のように，本判決は，債務の消滅それ自体に
要したものではない支出の控除を認めているという
点で，借入金アプローチに親和的なものと評価でき
よう。そして，借入金アプローチに親和的な判断と
いう意味で，平成 27 年最判以来の所得分類に関す
る裁判例とも軌を一にするものと位置付けることが
できるだろう。
　３で述べた特殊事情を勘案することの是非につい
ても，この点から整理できるように思われる。本件
債務免除益は最終的には X らが享受したものであ
り，この点から言えば，A が支出した本件弁護士費
用等を控除することは仮に相続という事情を加味し
ても平成 24 年最判と整合するものとは論じ難い。
しかし，借入金アプローチの考え方から言えば，本
件債務免除益を得るにあたって要した経費として本
件和解の時点で本件弁護士費用等は一時所得の経費
額として生じていたのであって，たまたま弁済の前
後で債務者が変わったとしても，そのことが控除の
可否に影響するとは考え難い。この点は，本判決も，
仮に X らが本件弁護士費用等を控除できないとする
と A が免除の条件となる部分まで債務の弁済を完了
した場合との「均衡を欠く」と論じるとおりである。
つまり，相続があったというだけではなく，本件で
問題となったのが債務免除益という債権債務関係が
継続する一定の時間的幅において生じる特殊な所得
類型だったことも加味すれば，本件の結論は，消滅
しつつある債務に本件弁護士費用等が経費として付
随して承継されたものとして肯定的に評価できよう。

36 なお，品川・前掲注（4）は，債務が自然債務化していたことにより，それが消滅しても債務免除益という所得
は生じない旨を論じている。これは，本件では将来返済に充てるはずであった資産が観念できないのであるから，
純資産アプローチにもとづき，本件債務免除によって債務免除益という所得は生じない旨を論じたものと理解でき
るように思われる。このように，債務免除益の課税理論の観点からは，むしろ争点（1）について議論することが
有益かもしれないが，本稿の関心からは外れるため，今後の検討課題としたい。
37ただし，本判決の当否に直接には影響しないようには思われるが，平成 30 年東京地判ではYは借入金アプロー
チにもとづいて主張を展開しており，本件におけるY の主張は先行裁判例における主張との一貫性を欠くようには
思われる。
38 このような法理のことを，米国では「係争債務の法理」と呼ぶ。日本法でも同様の法理が成り立つよ
うに思われることにつき，拙稿「消費者問題と債務免除益課税」青山法学論集 61 巻 4 号（2020 年）
378 ～ 382 頁参照。

　この点については，法 34 条 2 項の規定のみをもっ
て，債務に付随して承継された費用の控除を認める
べきだとは論じがたいとの批判もあるかもしれな
い。ただし，論拠となりうるように思われる規定と
して，贈与により一時所得などの基因となる資産を
取得した場合には受贈者が引き続き当該資産を所有
していたものと擬制する法 67 条の 4 がある。この
規定は，生保年金二重課税事件上告審判決 39 を契
機として平成 23 年度税制改正（平成 23 年 6 月法律
第 82 号）で新設されたものである。立法趣旨とし
ては，相続や贈与による譲渡所得の取得費および保
有期間の引継ぎを定める法 60 条 1 項 1 号と同旨の
規定を定期預金の既経過利子等について確認的に設
けるべきであることが挙げられている 40。この規
定にいう「一時所得……の基因となる資産」の意
義は必ずしも明らかではなく，一般論として一時
所得について経費控除を受ける地位が法 67 条の 4
の適用対象となるとは断じがたいものの，この規
定は法 60 条 1 項 1 号と同じく資産に付随する取得
費は所得分類によらずに被相続人から相続人に引
き継がれるべきとの法理を確認したものと思われ
る。このような捉え方に照らせば，資産の反対概
念である債務に付随する費用についても 41，同規
定の背後にある法理により，被相続人から相続人
に引き継がれるべきだ，との解釈論は成り立つで
あろう。
　以上のように，本判決の結論は，債務免除益の
課税理論の観点を加味すれば，借入金アプローチ
の考え方に親和的な債務免除益課税に関する従来
の裁判例の動向と整合的なものとして評価できる

ように思われる。もっとも，本判決は平成 30 年東
京地判と異なり債務免除益の課税理論に関して言及
しておらず，相続による経費控除の承継について税
法上の根拠を示していないこととあわせて，判示の
明確さという意味では問題があるだろう。また，こ
の点は従来の裁判例から続く問題だが，（1）で述べ
たとおり課税実務は純資産アプローチと親和的であ
ると考えられることから，裁判例における借入金ア
プローチに親和的な解釈論とこのような課税実務と
の整合性は今後とも問題として残るものと考えられ
る 42。

５　一時所得の経費額以外の争点について
（1）法 44 条の 2の適用要件の解釈論
　本判決は，争点（2）について「資力を喪失して
債務を弁済することができないか否かは……債務免
除の効果が発生する時点における債務者の資力によ
り資力喪失の有無を判断すべき」と述べている。こ
のように，資力を喪失しているか否かについて債務
免除直前の財務状況で判断すべきだとする判示は，
法 44 条の 2 の前身である旧所得税基本通達 36-17
に関する一連の裁判例と整合的であり 43，本判決は
法 44 条の 2 の解釈論としてこの解釈を確認するも
のと言えよう 44。
　ただし，本判決は，争点（5）に関する判断にお
いては，和解によって本件債務免除益がほぼ確定的
に生じた旨を論じている。このような観点からいえ
ば，和解時点での A の資力によって資力喪失の有
無を判断すべきであるという Xらの主張に全く理由
が無いとも思われない。両判断の整合性については，

もう少し丁寧な判示をすべきであったようには思わ
れる。

（2）債務免除益の年度帰属
　本判決は，債務免除が「本件和解の時点で潜在
的には行われていた」と論じている。このような
観点を重視すれば，X らも述べていない主張では
あるが，本件債務免除益は平成 16 年に Aが享受し
ていた，と論じることも可能かもしれない。
　もっとも，従来の裁判例でも，債務免除益は債
務が完全に消滅した時点で収入金額となる，との
前提で議論が行われている。たとえば，平成 27 年
最判は，人格のない社団等の理事長が強権的に「借
入れ」を行った事案であるから，「借入れ」時点で
の所得と認定することも可能だったかもしれない
が 45，そのような議論はどの審級でも行われていな
い。また，平成 28 年東京高判は，ノンリコース条
項の存在によって免除が実際に行われる以前から
返済が免除されることがほぼ確定的だった事案だ
が，このような事案でも，免除が実際に行われた
時点で債務免除益が生じたものとして議論されて
いる。
　この点は，権利確定主義の考え方を用いること
で，債務の消滅年度に債務免除益が帰属するとい
う結論を導くことができる，と筆者は解している
46。本件債務免除益が平成 16 年分の A の所得では
なく平成 28 年分の X らの所得とされるのも，その
時点まで債務免除益を得る権利が確定しなかったの
だ，と解するべきであろう。「分割金の支払は本件
債務免除の停止条件であった」という判示も，「停
止条件付法律行為は，停止条件が成就した時からそ
の効力を生ずる」ということを前提に（民法（明治
29 年法律第 89 号）127 条 1 項），分割金の支払によ
り条件が最終的に成就するまでは有効な免除は行わ
れておらず，債務は消滅していないことを強調する
もののように思われる。

（3）債務控除と債務免除益課税
　本判決の結果として，X らは A から承継した債

務について所得税において債務免除益課税を受け
る一方，A の死亡に係る相続税の申告において債
務控除（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）13 条，
14 条）ができないことになる 47。これは，所得税
の世界では A の死亡時に債務が存在していたもの
とされた一方，相続税の世界では債務が存在して
いなかったものとされている，と考えると不合理
であるようにも思われる。
　この点につき，本判決は，「本件債務免除に係る  
債務は，A の相続開始時点において現に存在して
いたとはいえるものの，相続人である原告らが本
件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるも
のであったことからすれば，『確実と認められるも
の』とはいえない」と判示している。この点につ
いては，今後の検討課題としたい。

おわりに
　本稿では，一時所得として得た債務免除益から
控除できる経費額について納税者の主張を認めた
3 月の東京地裁の判決について論じた。具体的に
は，一時所得の経費額に関するリーディングケー
スである平成 24 年最判との整合性については疑
問の余地がありうること（Ⅲ３），ただし，本件
が債務免除益課税に関する事件であることを加味
すれば，本件の特殊性を考慮するべきであり，本
判決の結論は従来の債務免除益課税に関する裁判
例と整合的に解することができること（Ⅲ４）を
論じた。
　以上のように，一時所得の経費額に関する本判決
の結論は合理的なものと評価すべきように思われ
る。もっとも，本稿が判決文に述べられていないこ
とについて長く論じていることからわかるように，
本判決の理由付けについてはその背後にある考え方
が不明確な部分も多い。本件は国から控訴されたと
のことだが（事件番号：令和 5年（行コ）第 105 号），
控訴審では，平成 24 年最判や債務免除益課税に関
する従来の裁判例との関係性について，より明確に
判示することが望まれよう。
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■ＴＡＩＮＳ メールニュース    No.618 2023.05.11　　　　　　　　　                      
　

今週の判決等(2023年4月～2023年6月収録）

　取得条項付株式を譲渡した場合の適正な価額～低額
譲渡の該否～
（令０４－０１－２０　非公開裁決　全部取消し　Ｆ０－２－１０４７）
　請求人が、その保有する取得条項付株式の一部を、発行
法人の定款に定められた算定式に基づき算出された金額で同
法人に譲渡したところ、原処分庁が、当該株式の譲渡の対
価の額は適正な価額に比して低額であるから、当該譲渡の
対価の額と適正な価額との差額が益金の額に算入されるなど
として、法人税等の更正処分等を行いました。これに対して、
請求人は、本件譲渡株式については、当事者は本件取得
条項に定められた本件算定式に基づき算出される金額を考慮
して取引を行うことから、同額を超える価額で取引を行うことは
合理的に考えてあり得ないなどと主張して、原処分の全部の
取消しを求めた事案です。
　審判所は、次のように判断し、原処分の全部を取り消しま

　役員給与～法人税法３４条２項に規定する「不相当
に高額な部分」～
（令０５－０３－２３　東京地裁　棄却　控訴　Ｚ８８８－２４８４）
　本件は、味噌等の製造、卸、販売等を目的とする内
国法人である原告が、役員に支給した給与を全額損金
の額に算入して確定申告をしたところ、東山税務署長
から、その役員給与の額には法人税法３４条２項に規
定する不相当に高額な部分があり、全額を損金に算入
することはできないなどとして、更正処分等を受けた
事案です。原告は、役員給与の額に不相当に高額な部
分はないなどと主張し、更正処分の一部取消し及び賦
課決定処分の全部取消しを求めました。
　東京地裁は、東山税務署長が用いた類似法人の抽
出基準（ア　原告の業種を卸売業とすること、イ　
対象地域の基準、ウ　売上金額等の基準）は、合理

的であると判断し、次のように判示しました。
　原告の売上高等からすると本件各役員給与の高さ
及び増加率は不自然であり、本件類似法人の役員給
与の最高額と比較しても、その較差は合理的な範囲
を超えるものとなっている。そして、このように不
自然に高額な本件各役員給与によって、原告が本件
各対象事業年度において納付した法人税の額は、本
来よりも大きく圧迫されることとなっているのであ
るから、原告が本件各役員給与の全額を損金の額に
算入したことにより、課税の公平性は著しく害され
ているというほかない。以上によれば、本件各役員
給与に「不相当に高額な部分」があるといえる。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
                  【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４８４

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

した。
　Ｂ社は大会社に該当し、普通株式は原則として類似業種
比準価額で評価するが、類似業種比準方式に合理性がある
一方で、取得条項付の議決権に制約のある株式の時価につ
いては、確立された評価方法があるわけではなく、議決権の
制約や現金による取得条項が、普通株式の時価との関係で
減価要因にもなるという見解もあることを考慮すれば、本件譲
渡株式の本件譲渡時における１株当たりの価額が、Ｂ社の普
通株式を前提とした試算値（審判所が１株当たりの価額を試
算）の約８倍に相当するという原処分庁の主張を認めることは、
明らかに困難なことといわざるを得ないし、結局、適正な価額
に比して低額であるとは認められない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　  【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－２－１０４７

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース       No.619 2023.05.18

しょー君
（消費税担当）

税理士がつくる、税理士のためのデータベース
無料お試し会員受付中

STEP.1

STEP.2

STEP.3

STEP.4

お手元に税理士登録番号をご用意ください。フォーム入力の際に必要
になります。

お試し会員申込みフォーム  https://app6.tains.org/form/trial/ より、必
要事項をご入力いただき、送信してください。

送信いただいた内容に沿って、事務局にて照会・会員登録作業を行い
ます。

お客様宛に利用可能の旨が記載されたメールが届きます。内容に沿って
TAINS をご利用ください。

お試し会員へ

の申し込み方法
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　消費税の輸出免税と仕入税額控除／輸出物品販売場
での時計の販売と買取り
（令０５－０１－２５　東京高裁　棄却　上告等　Ｚ８８８－２４７４）
　本件は、輸出物品販売場を営む控訴人Ａ社が、新
宿税務署長から、時計の販売につき、非居住者から
旅券等の写しの提出を受けていないから消費税を免
除することができず、また、時計の買取りにつき、
帳簿が保存されていないことから仕入税額控除がで
きないとして、更正処分等を受けた事案です。
　東京高裁は、Ａ社の請求は棄却すべきものであると
判断し、その理由を、原判決（Ｚ８８８－２４６０）
を引用して、次のように判示しました。
　消費税法施行令１８条２項１号ハは、国内での商
品の横流し等の不正を防止するという観点から設け
られたものであり、消費税法８条１項による委任を
受けて定められた有効なものである。時計の販売に

ついては、Ａ社は購入者から旅券等の提出を受けてお
らず、かつ、同一の日に購入する対価の額の合計額が
１００万円を超えており、消費税法施行令１８条２項
１号ハの要件を満たしていないことが認められる。し
たがって、消費税を免除することはできない。
　仕入税額控除の要件として保存が要求される帳簿
等においては、仕入先の氏名等の記載が真実である
ことを要し、真実ではない場合には仕入税額控除が
認められないことになると解される。本件販売場に
おいては、買取申込者ではなく同行者が買取承諾書
に記載するなどして時計の買取りが行われることが
認められ、本件各仕入れに関して仕入税額控除を認
めることはできない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４７４

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.620 2023.05.25

あいちゃん
（相続税担当）

今週の判決等(2023年4月～2023年6月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.621 2023.06.01
であると判断をしています。
　また、通常の売買と異なる公売の特殊性を考慮して
２０％の減価を行うことは合理的であり、入札者がい
ないため、再公売となったことは、公売不動産の市場
性が劣ることを示す理由の一つであり、３０％の市場
性減価をすることは不合理とはいえない、不動産鑑定
評価に当たっての建物の耐用年数は、不動産の用途や
利用状況等から判断するものであって、原告が主張す
る減価償却資産の法定耐用年数とは異なるものであ
る、などとして、見積価額が不当に低廉であるという
ことはできず、最高価申込者決定処分は適法と判断し
ました。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ７７７－２９２３

（税法データベース編集室：大高　由美子）     

　徴収事件／公売公告処分他／見積価額は著しく
低廉か
（平２９－０６－２９　東京地裁　棄却・確定　Ｚ７７７－２９２３）
　土地及び建物を所有していた原告が、各不動産に
つき処分行政庁がした公売公告処分、最高価申込者
決定処分及び売却決定処分は、いずれも時価の半額
以下という著しく低廉な見積価額に基づいてされた
違法なものであるなどとして、各処分の取消しを求
める事案です。
　東京地裁は、国税徴収法が、見積価額を公売公告
における公告事項とはしないで、見積価額の公告を
公売公告と別個独立のものとしていることからすれ
ば、見積価額の金額の適否と公売公告処分の適法性
とは無関係であるとし、原告が主張するように見積
価額が著しく低廉であるとしても公売公告処分が違
法となるものではないから、各公売公告処分は適法
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　法人所有のマンションに係る敷地の評価～無償
返還届出書の有効性～
（令０５－０１－２６　東京地裁　棄却　Ｚ８８８－２４８５）
　亡母の相続財産である各土地（本件各土地）は、地上権
持分と共に分譲されたマンション高層階の敷地及び原告が
代表者を務めるＡ社を使用者とするマンション低層階の敷
地として利用されていました。この事案は、原告が、本件各土
地の時価について、宅地の価額から借地権割合７０％相当
額を控除して、相続税の申告をしたところ、目黒税務署長が、
本件各土地のマンション低層階の敷地部分について無償
返還届出書が提出されていたことから、その部分の時価は
宅地の価額の８０％相当額であるとして、更正処分等をした
ため、争われたものです。
　東京地裁では、次のとおり判断し、原告の請求を棄却しま
した。

　本件各土地のうちＡ社を使用者とする部分につては、Ａ社
がマンション低層階の敷地部分として利用することにより現に
一定の制限を受けるにとどまり、亡母からＡ社に対しては何ら
経済的利益が移転していないと認めるのが相当であるから、
その客観的な交換価値は、自用地としての価額の８０％相当
額を下回るものではないと認められる。また、無償返還届出書
が提出されていることは、相続税法上は、土地所有者から借
地人に対し何ら経済的利益が移転していないとの事実を裏
付ける事情として考慮されるにとどまるから、無償返還届出書
の届出行為が無効であったとしても、そのことが本件各土地
のうちＡ社を使用者とする部分の客観的な交換価値につい
ての上記認定判断を左右するものにはならない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４８５

（税法データベース編集室：依田　孝子）

もろ君
（諸税担当）

今週の判決等(2023年4月～2023年6月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.623 2023.06.15
　源泉徴収義務／外国芸能法人等に出演料とは別
に支払った立替払いの渡航費等
（令０４－０９－１４　東京地裁　棄却　控訴　Ｚ８８８－２４７１）
　イベントプロモート事業等を営むＡ社は、外国音楽家を国
内の公演に招いた際に、その音楽活動のマネジメントを行っ
ていた非居住者や外国法人（外国芸能法人等）との間で、
公演のために要した実費（渡航費等）をＡ社が負担する旨
合意しました。そして、外国芸能法人等から渡航費等の請求
書の発行を受け、出演料とは別に渡航費等の支払を行いま
した。本件は、Ａ社が課税庁から、これら支払額について源
泉所得税等の納税告知処分等を受けた事案です。
　東京地裁は、Ａ社は源泉徴収義務を負っていたと判断し
ています。
 「人的役務の提供に係る対価」は、「対価」として支払われ
る外国事業者の収入金額の総額であり、「対価」を得るため

に要した費用相当の支払額を含むものといえる。所得税基本
通達１６１－１９の取扱いがされる趣旨は、人的役務の提供を
受ける者が宿泊施設等に対して直接、滞在費等を支払うこと
によって得られるサービスは、人的役務の提供を受ける者が
その役務の提供者を自己の支配下に置くためのものであっ
て、それによって人的役務の提供をする者に経済的利益が
生じたとみることが必ずしも妥当しない場合があるからであ
る。人的役務の提供を受ける者が立替金精算払をするにとど
まる場合には、人的役務の提供を受ける者がその役務の提
供者を自己の支配下に置くためにされたものであるとはいいき
れない部分が生ずるから、上記の取扱いがされる趣旨は妥当
しないものといえる。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４７1

（税法データベース編集室：草間　典子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース  No.622 2023.06.08
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■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.624 2023.06.22　     
　固定資産税等／複合構造家屋の経年減点補正率
／主たる構造の認定方法
（令０４－０３－２４　大阪地裁　認容　控訴　Ｚ９９９－８４７８）
　本件は、平成２年新築の地下２階、地上１８階建ての
複合構造家屋である建物（本件建物）を所有している原
告が、大阪市長によって決定された本件建物の平成３０
年度の価格を不服として、固定資産評価審査委員会の
審査決定のうち１９億５００７万１０００円を超える部分の
取消しを求める事案です。大阪地裁は、次のとおり判断
し、原告の請求を認容しました。
 １棟方式により複合構造家屋の経年減点補正率を適用
する場合、低層階方式よりも経年減点補正率に関する固
定資産評価基準の趣旨に沿う評価方法である床面積割
合方式が存在するから、合理的な理由なく、低層階方式
により評価をすることは、評価の公平性を欠き、固定資産

評価基準の趣旨に反するといえる。
 本件建物のＳＲＣ造（鉄骨・鉄筋コンクリート造）又はＲＣ造
（鉄筋コンクリート造）とＳ造（鉄骨造）との床面積割合比が
約１３：８７であり、Ｓ造の床面積割合比が９割近くにも上る
ことに照らせば、本件建物について低層階方式により主た
る構造を認定したことは、本件建物の構造に応じた減価
割合をできる限り正確に本件建物の価額に反映させると
いう観点からすると、明らかに不合理であるといえる。そう
すると、大阪市長が、本件建物の価格の決定において、低
層階方式により主たる構造を認定して経年減点補正率を
適用したことは、固定資産評価基準に反するというべきで
ある。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ９９９－８４７８

（税法データベース編集室：小菅　貴子）　

今週の判決等(2023年4月～2023年6月収録）
ところ君

（所得税担当）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.625 2023.06.29
　裁判上の和解による債務免除益～一時所得から前
訴の弁護士費用控除の可否～
（令０５－０３－１４　東京地裁　一部取消し・控訴　Ｚ８８８－２４８７）
　亡甲の相続人である原告ら（甲の妻、子）は、亡甲の銀行
に対する債務（甲の父である亡乙の債務の引受け）につい
て、銀行との間で成立した、一定額の分割金を支払った場
合には残部について債務免除をするとの裁判上の和解に基
づき９億７３７０万円の債務免除を受け、その金額を総所得に
算入しないで申告したところ、一時所得に該当するとして更
正処分を受けました。争点の一つである前訴に要した弁護
士費用等は、本件債務免除による債務免除益を受けるため
に要した支出であるので、所得税法３４条２項により控除する
ことができる「収入を得るために支出した金額」に該当する
か、特に「直接要した金額」といえるかが争われました。東京
地裁は、次のように判示して処分の一部を取り消しました。

　本件和解の成立に向けられた訴訟活動は、本件和解ひい
ては本件債務免除との関係で直接性がある行為であると評
価し得るので、前訴のための弁護士費用等は本件債務免除
益を得るために「直接要した金額」に該当する。そして、亡甲
の存命中に本件債務免除が行われた場合であれば、本件
債務免除益から弁護士費用等がその一時所得を得るため
の支出として控除されたはずであるところ、そのような控除を
受け得る法的地位は、亡甲の死亡により、相続人たる原告ら
に承継されたものと解すべきである。以上によると、前訴に要し
た弁護士費用等は、一時所得から控除することができるもの
というべきである。
　ＵＲＬ：　https://app6.tains.org/search/detail/61173
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４87

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）
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　研修サイト「ＴＡＩＮＳ　ＭＯＶＩＥ」に下記の通り新シリーズ「判例を読み解く
ＴＡＩＮＳ講座」を掲載いたしました。
　ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オンデマ
ンド研修を受講できます。
　また、この研修は税理士会が実施する研修となり、視聴後に受講管理システ
ムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録することができます。
　本シリーズはいずれも受講時間が３０分以内となっており、通勤時間等の隙間
時間を利用して受講・登録ができます。

TAINS MOVIE
（30分研修動画）

お知らせ
研修

判例を読み解くTAINS講座

1

2

3

4

5

6

7

18

9

10

売主は非居住者か否か　
不動産売買と源泉徴収義務

不動産所得の必要経費
同族会社へ支払った業務委託料

      講師： 税理士 菅野真美
 　           （東京税理士会）

　２０２２年４月公開

      講師： 税理士 梅野智子
             ( 南九州税理士会 )

　２０２２年 5月公開

      講師： 税理士 額田朋子 
               ( 近畿税理士会 )

　２０２２年 7月公開

税理士による調査拒否が注意義務違反に
　～損害賠償金額は３億円超～

節税目的で取得した不動産に総則６項を適用
　～適用が認められる「特別の事情」とは～

      講師： 税理士 与北奈須夫 
                 ( 近畿税理士会 )

　２０２２年 8月公開土地売買契約後に相続が開始した場合の財産評価
　～合意解除は相続税に影響するのか～

        講師： 税理士 黒住茂雄 
                 ( 中国税理士会 )

　２０２２年 9月公開ユニバーサルミュージック事件　
～同族会社の行為計算の否認規定～

        講師： 税理士 兼平浩美 
                 ( 東北税理士会 )

　２０２２年 10 月公開株式と貸付金が同時に法人へ遺贈された場合の非上場
株式の評価　～貸付金債務は負債計上すべきか～

        講師： 税理士 筏井陽子 
                 ( 北陸税理士会 )

　２０２２年 11 月公開【移転価格税制】独立企業間価格算定における残余利益
の分割方法の適否　～日本ガイシ事件～

        講師： 税理士 木村紀代 
                 ( 北陸税理士会 )

　２０２２年 12 月公開土地使用貸借契約が成立した後の不動産所得（駐車場収入）
の帰属　～使用貸借が節税策として利用された事案～

        講師： 税理士 菅野真美
                 ( 東京税理士会 )

　２０２３年 1月公開

        講師： 税理士 黒住茂雄
                 ( 中国税理士会 )

　２０２３年 2月公開

ポイント交換に伴って受けた金員が消費税の不課税とされた
事例　～消費税法上の「対価」の該当性～         講師： 税理士 梅野智子

               ( 南九州税理士会 )

　２０２３年 3月公開

土壌汚染地の評価について         講師： 税理士 毛利修平
      　         ( 四国税理士会 )

　２０２３年 4月公開

建具等の減価償却資産の区分
～ユニットバスは建物か、器具備品か～         講師： 税理士 鈴木涼介

               　( 近畿税理士会 )

　２０２３年 5月公開

「１人飲み」交際費計上と重加算税
～事実の仮装隠ぺいと認定された事案～         講師： 税理士 上西由香

               　( 近畿税理士会 )

　２０２３年 6月公開

上場株式等の譲渡損失の損益通算・
繰越控除と確定申告

11

12

13

14
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税法データベース収録情報一覧1

・裁決には、非公開裁決3,756件が含まれています。　　・情報公開法に基づき開示された情報数は10,020件です。　　　

2023.6.30現在

2023.6.30現在

2023.6.30現在

所 得 税 法 人 税 相 続 税 消 費 税 他 国 税 地 方 税 そ の 他 計

判 決

裁 決

通 達

相談事例

その他文書

行政文書

計

6,286

2,344

3,623

1,981

0

84

14,318

3,421

1,703

4,690

4,384

0

202

14,400

1,590

1.232

2,198

3,050

0

0
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349
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749

2,448

0

19
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0
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0
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0

0
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869

1

239

382

158

2,175

3,824

13,591

6,041

11,521

12,374

158

2,482

46,167

2 収録期間

重要判決

裁　　決

判決・裁決

判　　決

昭和４０年以前

令和4年5月25日まで

非公開裁決は令和5年3月23日まで

裁決事例集は昭和４５年から

最新判決は令和5年3月23日まで

税務訴訟資料は昭和４１年から
国　税

収　録　期　間

その他

判決・裁決は、原則として、税務訴訟資料及び裁決事例
集により編集しますが、それ以外は、判決書・裁決書・雑
誌・裁判所及び税務大学校のホームページによります。

■日税連税法データベース会員数一覧
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研修会のお知らせ

TAINS 2023年夏号

東海税理士会

　　日　時：令和5年7月21日 (金 )　
　　　　　　13：30～16：30
　　会　場：東海税理士会会議室
　　講　師：小林磨寿美　小菅貴子
     テーマ：「どうする事業承継税制」

お詫びと訂正

TAINS だより2023 春号において、19P の「判例を
読み解くTAINS 講座」の動画 7 の講師の所属税理
士会に誤りがございました。お詫びして訂正いたし
ます。
　誤）　東京税理士会
　正）　北陸税理士会
 なお、TAINS ログイン後の画面右下のメニュー
「TAINS だより」に掲載している「TAINS だより
2023 春号」は、訂正したうえで差し替えを行いま
した。
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税理士新規登録者に対する６か月間の無料制度がスタートしました。詳しくはホームページをご覧ください。




